町 営 住 宅 入 居 申 込 要 綱

１．供給場所及び基本家賃
	住宅名
	戸　数
	規　格
	基本家賃

	早瀬宮前住宅
	２
	３ＬＤＫ
（２人以上世帯２戸）
	 10,300円～20,200円

	久々子住宅
	６
	３ＬＤＫ
（２人以上世帯４戸）
　３ⅮＫ（２戸）
	 10,200円～20,100円

	小倉住宅
	６
	３ＤＫ
	  11,400円～24,000円


　　※令和７年度現在の基本家賃（毎年度家賃改定有）
２．入居予定時期　　令和８年３月下旬～４月中旬頃

３．入居資格
次の①～⑧のすべてに該当することが必要で、1つでも欠ける場合は入居資格がありません。

①現に同居し、または同居しようとする親族があること。

※婚約による入居希望者は所定の婚約証明書が必要。

※単身入居条件も特例としてあります。（※別紙１単身入居条件参照）

②公営住宅法による収入基準（※別紙２収入基準参照）以下の者であること。

※入居を希望する家族全体の所得を合算してそれより寡婦（夫）控除、障害者控除等の控除を差し引いて、その金額を１２で割った金額が収入基準以下であるもの。

　　③現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

※自己所有の住宅をお持ちの方や公社、公営住宅の入居者の方は原則として入居申込できません。

　　④町税等を滞納していないこと。

※入居希望者同一世帯内に滞納がある場合は、入居申込できません。

　　⑤町営住宅条例による連帯保証人を立てる事ができること。

　　⑥申込者又は同居しようとする親族が暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員）でないこと。

　　⑦過去に町営住宅に入居していた者にあっては、未納の家賃等当該町営住宅の使用に係る債務が無いこと。

　　⑧過去５年以内に迷惑行為等により町営住宅を退去させられたものでないこと。

４．申込方法　　町営住宅入居申込書を町長に提出する。

５．申込書記載要領
　（１）入居しようとする者の世帯の状況

①世帯の中に、寡婦（夫）、障害者（特別障害者は特障と記入）、遠隔地扶養者（学生等）がいれば、申込理由欄にその旨記入してください。

②世帯の中に、所得のある人がいれば必ずその金額を記入してください。

（２）申込理由

困窮度審査の対象となりますので、詳細に記入してください。

（３）住居の状況

住居については該当するものに○をつけてください。

その他記入欄に必要事項を記入してください。

６．添付書類
（１）入居しようとする者全員（婚約者も含む）の所得課税証明書

（２）入居しようとする者全員（婚約者も含む）の住居証明書（住民票謄本）

（３）入居しようとする者世帯全員（婚約者も含む）の納税状況証明書（税金の滞納が無いことを証明できるもの）

（４）水道料金等収納状況証明書（水道料金、下水道使用料等の滞納がないことを証明できるもの）
（５）連帯保証人届（添付書類：印鑑証明書・所得課税証明書・町税等の未納が
ないことの証明書（世帯全員）・水道料金等収納状況証明書・共益費証明書）
（６）自活状況証（６０歳以上の者・障害者基本法第２条に規定する障害者でその
障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの）
　（７）共益費完納証明書（美浜町営住宅に入居の方）
（８）婚約証明書（婚約による入居希望者）

７．申込期間　令和８年３月５日（木）から令和８年３月１９日（木）
午後５時１５分（必着）まで

８．入居者の選考方法
入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合は、美浜町町営住宅入居者選考委員会を開き、住宅に困窮する度合いの高い者から順に入居者を決定する。

９．その他注意事項
（１）婚約予定者の場合は、必ず所定の婚約証明書を提出すること。

※ただし、入居許可日より１ヵ月以内に婚姻及び同居しない場合は入居資格が消滅します。

（２）申込書等記載内容に虚偽が発覚した場合は即刻入居資格を取消します。

（３）入居時に敷金として家賃の３か月分が必要となります。
（別紙1）

単身入居条件

単身入居の条件は、次の各号のいずれかに該当する者とし、入居申込書に当該証明書を添付するものとする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

（１）60歳以上の者
（２）身体障害者　身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第5号の1級から4級までの者
（３）精神障害者　障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第155号）第6条第3項に規定する1級から3級までの者
（４）知的障害者　障害の程度が精神障害者に係る程度の者

（５）戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法（大正12年法律第48号）別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症である者
（６）原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
（７）生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

（８）海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
（９）ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
（10）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。）第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する者
①配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

②配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った
者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

（別紙 2）

収入基準

（１）２１万４千円以下
①入居者又は同居者に別紙１の単身入居条件（２）、（３）、（４）、（５）、（６）、（８）、（９）（10）に該当する者がある場合

②入居者又は同居者に別紙１の単身入居条件（３）のうち1級又は2級に該当する者がある場合
③入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
④同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

⑤同居者に１８歳未満の者が３人以上ある場合

⑥町長が、災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため住宅を借り上げるものである場合等（当該災害発生の日から３年を経過した後は、１５万８千円以下）

（２）１５万８千円以下
　　①上記（１）に掲げる以外の場合
